
 

                          
 
 

 

平成 22年 6 月 1日現在の高年齢者の雇用状況について 
 
「高年齢者雇用確保措置」実施済企業は 95.9％とさらに進展 

 

 

高年齢者を 65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況など、平
成 22年「高年齢者の雇用状況」（平成２２年６月１日現在）の集計結果をまとめまし
たので、公表します。 
 
公的年金の支給開始年齢引上げに合わせて、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法

律」では企業に「定年の廃止」や「定年引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれか
の措置（注１）を講ずるよう義務付け、毎年６月１日現在の高年齢者の雇用状況を提出す
ることを求めています。 
今回の集計結果は、この雇用状況報告を提出した「31人以上規模」の京都府内の企

業 2,640社の状況をまとめたものです。なお、この取りまとめでは、常時雇用する労
働者が 31人～300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。 
 

 

１ 高年齢者雇用確保措置などの実施状況 
 
○ 高年齢者雇用確保措置を「実施済」の企業の割合は95.9％（前年比0.8ポイント上昇）。 

企業規模別でみると、「31～300人」規模の中小企業は95.6％（同0.8ポイント上昇）。うち
「31～50人」の企業は93.2％だが、前年からは1.3ポイントの上昇となっている。 
一方、「301人以上」の大企業は99.2％（同0.8ポイント上昇）となっている。【別表１】 

 
○ 「希望者全員が65歳以上まで働ける企業」の割合は49.1％（前年比1.2ポイント上昇）。 

企業規模別では、「31～50人」が59.2％（同2.7ポイント上昇）と最も多く、「51～300人」 
は46.0％（同0.8ポイント上昇）、「301人以上」は32.3％（同1.0ポイント低下）となってお
り、特に中小企業での取組が進んでいる。                【別表４】 

 
○ 「70歳まで働ける企業」の割合は18.5％（前年比0.4ポイント低下）。 

企業規模別では、「31～300人」の中小企業は18.6％（同0.1ポイント低下）で、うち「31
～50人」では19.5％（同1.4ポイント低下）となっている。 
一方、「301人以上」の大企業は18.1％（同2.6ポイント低下）となっている。【別表５】 

 
２ 定年到達者の継続雇用の状況 

  ○ 過去１年間に定年を迎えた人（7,431人）のうち、継続雇用された人は5,593人（75.3％）、
基準（注２）に該当せず離職した人は107人（1.4％）となっている。 

希望者全員の継続雇用制度により高年齢者雇用確保措置を講じている企業では、過去１年
間に定年を迎えた人（2,553人）のうち、継続雇用された人は2,063人（80.8％）となってい
る。基準該当者の継続雇用制度により高年齢者雇用確保措置を講じている企業では、過去１
年間に定年を迎えた人（4,200人）のうち、継続雇用された人は3,063人（72.9％）、基準に
該当せず離職した人は、85人（2.0％）となっている。           【別表６】 
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３ 高年齢者雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の動向 
○ 60～64歳の常用労働者数は31,211人で、前年より3,161人（11.3％）の増加となっている。 

義務化前の平成17年と比べ、比較可能な51人以上規模で比較すると、15,645人から28,265
人と180.7％の増加となっている。 

 
○ 65歳以上の常用労働者数は12,059人で、前年より1,037人（9.4％）の増加となっている。 

51人以上規模の企業で義務化前の平成17年と比較すると、5,821人から10,626人と182.5
％の増加となっている。                                                 【別表７】 

 

 

 

＜今後の取組＞ 
厚生労働省では、高年齢者雇用確保措置の定着を図るとともに、平成 22 年度末を目

途に、希望者全員が 65歳以上まで働ける企業の割合を 50％、企業の実情に応じた何ら
かの仕組みで 70歳まで働ける企業割合を 20％とすることを目指し、次のような取組を
進めていきます。 
 
 
○ 高年齢者雇用確保措置をまだ実施していない企業に対し、労働局やハローワーク
を通じて強力に個別指導する。 
○ 「希望者全員が 65 歳まで働ける制度」の導入に取り組むよう企業に積極的に働
きかける。 

○ 「70 歳まで働ける企業」の普及・啓発は、「定年引上げ等奨励金」の活用などに
より取り組む。 

 
＜集計対象＞ 

31 人以上規模の企業 2,640 社 
中小企業（31～300 人規模）：2,380 社 

（うち 31～50 人規模：885 社、51～300 人規模：1,495 社） 
大企業 （301 人以上規模）：260 社 

 
 
（注１）定年の引上げ、継続雇用制度の義務年齢は、公的年金の支給開始年齢男性の定額

部分の引上げに合わせて段階的に引上げられている。平成 22 年 4 月 1 日に 63 歳か

ら 64 歳になっており、平成 25 年 4 月からは 65 歳となる。 

（注２）事業主は継続雇用制度を導入する場合、労使協定を締結した上で、制度の対象となる

高年齢者の基準を設けることが認められている。（さらに、中小企業については、平成

22 年度末までの間、労使協議が調わない場合に限り、労使協定によらず就業規則など

で基準を定めることが特例で認められている。） 

 
























